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(57)【要約】
【課題】吸収体における吸収性が低下することなく、か
つ、体液が速やかに吸収体に移行可能な使い捨て着用物
品を提供する。
【解決手段】おむつ１は、透液性の内面シート２０と、
不透液性の外面シート３０と、これら内外面シート２０
，３０の間に位置する吸液性の吸収体４０と、吸収体４
０および外面シート３０の間に位置する漏れ防止シート
５０とを有する。内面シート２０の肌対向面には、横方
向Ｘへ離間する一対の封じ込めシート６０が形成されて
いる。吸収体４０は、吸液性の芯材４１と、芯材４１を
覆うティッシュペーパ等の被覆シート４２とを有する。
吸収体４０には、底面４４から吸収面４３へ向かう複数
の凹部４５が設けられる。吸収面４３には凹部４５は設
けられず、ほぼ平坦にされる。内面シート２０の表面２
５には、第１～第４圧搾凹部７１～７４と、複数の畝部
２６および溝部２７が形成される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向を有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面と、前後ウエ
スト域と、これら前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記肌対向面に位置する
内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面シートと、前記内外面シートの間に位置す
るとともに少なくとも前記クロッチ域に位置する吸収体とを含む使い捨て着用物品におい
て、
　前記吸収体は、前記内面シートに対向する平坦な吸収面と、前記吸収面に向かう複数の
凹部が形成された底面とを有し、前記凹部は少なくとも前記クロッチ域に位置することを
特徴とする前記使い捨て着用物品。
【請求項２】
　前記内面シートには、互いに交差する第１および第２仮想帯と、前記第１および第２仮
想帯の交点に位置する複数の第１圧搾凹部と、前記第１および第２仮想帯のいずれか一方
にその一部が重なる第２圧搾凹部とが形成される請求項１記載の使い捨て着用物品。
【請求項３】
　前記第１および第２仮想帯をそれぞれ画定する両側縁の離間寸法は、前記第１圧搾凹部
が円形であるときのその開口の直径と同一とされる請求項２記載の使い捨て着用物品。
【請求項４】
　前記内面シートには、前記第１および第２仮想帯とは重ならない第３圧搾凹部が形成さ
れ、前記第１圧搾凹部の中心から前記第３圧搾凹部の中心までの寸法が、前記第１圧搾凹
部の中心から前記第２圧搾凹部の中心までの寸法よりも小さい請求項２または３記載の使
い捨て着用物品。
【請求項５】
　前記第１圧搾凹部の前記縦方向における離間寸法は、前記凹部の前記縦方向における離
間寸法よりも大きくされる請求項２～４のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項６】
　前記内面シートは、前記肌対向面に位置する表面と、前記吸収体に対向する平坦な裏面
とを有し、前記表面には、複数の畝部および前記畝部の間に位置する溝部が形成される請
求項１～５のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項７】
　前記畝部および前記溝部は、前記縦方向へ延びるとともに、前記横方向へ交互に並ぶ請
求項６記載の使い捨て着用物品。
【請求項８】
　前記内面シートは、前記畝部および前記溝部が形成された中央領域と、前記中央領域の
前記横方向両側に位置し前記畝部および前記溝部が形成されない両側領域とを含む請求項
６または７に記載の使い捨て着用物品。
【請求項９】
　前記吸収体の前記凹部の面積率は、前記クロッチ域における前記吸収体の面積の２～１
０％である請求項１～８のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項１０】
　前記吸収体は、吸液性の芯材を含み、前記凹部では、他の領域に比べて前記芯材の密度
が大きくされる請求項１～９のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【請求項１１】
　前記芯材は、単位面積当たりの質量が１５０～２５０ｇ／ｍ２のフラッフパルプを含む
請求項１～１０のいずれかに記載の使い捨て着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使い捨て着用物品に関し、より詳しくは、比較的に芯材の単位面積当たり
の質量が小さい吸収体を有する使い捨ておむつ、使い捨てのトイレット・トレーニングパ
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ンツ、使い捨て失禁パンツ、使い捨ての生理用パンツ等の使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、単位面積当たりの質量が小さくされた芯材を有する吸収体を備える着用物品は公
知である。例えば、特許文献１には、パルプ等の芯材によって構成された吸収体を有し、
芯材の質量が小さくされた使い捨ておむつが開示されている。芯材の単位面積あたりの質
量を小さくすることによって、吸収体の薄型化を図り、十分な柔軟性を備えることができ
る。このような質量の小さい芯材は、吸収性能が低下するが、芯材の厚さ方向へ貫通する
穴を形成することによって、吸収体の吸収面積を大きくし、吸収体における吸収性を向上
させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３５０３６号公報（ＪＰ２００２－３５０３６Ａ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような特許文献１に記載された吸収体をおむつに用いた場合には、吸収体の吸収
面に透液性の内面シートが積層される。吸収体において穴が形成された部分では、内面シ
ートと吸収体とが接触しないから、尿などの体液が吸収体に移行しにくく、内面シートに
とどまりやすい。内面シートに留まった尿が着用者の肌を濡らすことによって、不快感や
かぶれを誘発する可能性がある。
【０００５】
　この発明では、吸収体が薄く、柔軟性を備えるとともに、吸収性が低下することなく、
しかも、体液が速やかに吸収体に移行可能な使い捨て着用物品を提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、縦方向および横方向を有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面
と、前後ウエスト域と、これら前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記肌対向
面に位置する内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面シートと、前記内外面シート
の間に位置するとともに少なくとも前記クロッチ域に位置する吸収体とを含む使い捨て着
用物品の改良にかかわる。
　この発明は、前記使い捨て着用物品において、前記吸収体は、前記内面シートに対向す
る平坦な吸収面と、前記吸収面に向かう複数の凹部が形成された底面とを有し、前記凹部
は少なくとも前記クロッチ域に位置することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明の特にそのひとつ以上の実施態様によれば、吸収体は、内面シートに対向する
吸収面と、外面シートに対向する底面とを有し、底面において、底面から吸収面に向かう
凹部を形成し、吸収面において、凹部が形成されず平坦にされる。吸収体の底面凹部を形
成することによって、吸収面積を大きくすることができるから、芯材の単位面積当たりの
質量を小さくしたとしても、十分な吸収能力を維持することができる。また、平坦な吸収
面に内面シートが積層されるから、これらが互いに接触可能であり、内面シートから吸収
体へと体液が速やかに移行することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】使い捨て着用物品の一実施形態である使い捨ておむつの前後ウエスト域を連結し
た図。
【図２】展開したおむつの肌対向面から見た一部破断平面図。
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【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線拡大断面図。
【図５】図２のＶで囲った部分の拡大図。
【図６】内面シートの拡大斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１を参照すれば、おむつ１は、縦方向Ｙおよび横方向Ｘを有し、前ウエスト域１１お
よび後ウエスト域１２、これら前後ウエスト域１１，１２間に位置するクロッチ域１３と
、横方向Ｘへ延びる前後端縁１４，１５と、縦方向Ｙへ延びる両側縁１６とを有する。お
むつ１は、後ウエスト域１２に取り付けられたフック要素８１と、前ウエスト域に取り付
けられたループ要素８２とを分離可能に連結することによって、前後ウエスト域１１，１
２およびクロッチ域１３を着用者に密着させることができる。
【００１０】
　図２および図３を参照すれば、おむつ１は、横方向Ｘにおける寸法を二等分する仮想縦
中心線２－２を有し、仮想縦中心線２－３において、ほぼ対称にされている。
　おむつ１は、肌対向面に位置する透液性の内面シート２０と、その反対側である非肌対
向面に位置する不透液性の外面シート３０と、これら内外面シート２０，３０の間に位置
する吸液性の吸収体４０と、吸収体４０および外面シート３０の間に位置する漏れ防止シ
ート５０とを有する。内面シート２０の肌対向面には、横方向Ｘへ離間する一対の封じ込
めシート６０が形成されている。これらシートは図示しないホットメルト接着剤等の接着
手段によって互いに接合される。
【００１１】
　外面シート３０としては、質量約１０～３０ｇ／ｍ２の疎水性のスパンボンド・メルト
ブローン・スパンボンド（以下、ＳＭＳとする）繊維不織、スパンボンド繊維不織布、プ
ラスチックシート、または、それら繊維不織布とプラスチックシートのラミネートを用い
ることができる。外面シート３０の非肌対向面であって、前ウエスト域１１には、ファス
ニングシステムを構成するループ要素８２が取り付けられる。
【００１２】
　外面シート３０には、漏れ防止シート５０が接着される。漏れ防止シート５０は、不透
液性かつ通気性のプラスチックフィルムを用いることができる。漏れ防止シート５０は、
吸収体４０よりもその面積が大きくされ、吸収体４０で吸収された尿等がおむつ１外に漏
れるのを防止する。外面シート３０には、ファスニングシステムを構成するフック要素８
１が、タブシート８３を介して後ウエスト域１２に取り付けられる。タブシート８３は、
封じ込めシート６０と外面シート３０との間で固定されるとともに、両側縁１６から横方
向Ｘへ延出し、延出した部分にフック要素８１が取り付けられる。
【００１３】
　外面シート３０の内面には、両側縁３３に沿って、レッグ弾性体５１が固定される。レ
ッグ弾性体５１は、封じ込めシート６０と外面シート３０との間に伸長状態で収縮可能に
固定される。レッグ弾性体５１としては、複数本のストリング状またはストランド状の弾
性体を用いることができる。レッグ弾性体５１の収縮作用によって、おむつ１の両側縁が
ガスケット機能を有する。
【００１４】
　漏れ防止シート５０の内面には、吸収体４０が接着される。吸収体４０は、少なくとも
クロッチ域１３に位置し、この実施形態では、クロッチ域１３から前後ウエスト域１１，
１２へと延出される。吸収体４０は、吸液性の芯材４１と、芯材４１を覆うティッシュペ
ーパ等の被覆シート４２とを有する。芯材４１としてフラッフパルプ、高吸収性ポリマー
粒子、またはこれらの混合物を用いることができる。芯材４１は、クロッチ域１３におけ
る横方向Ｘの寸法が、前後ウエスト域１１，１２のそれよりも小さくされる。芯材４１は
、少なくとも単位面積当たりの質量が、約１５０～２５０ｇ／ｍ２のフラッフパルプを含
み、この実施形態では、さらに単位面積当たりの質量が、約１５０～２５０ｇ／ｍ２の高
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吸収ポリマー粒子を含み、従来の使い捨ておむつに比較して芯材の質量が小さくされる。
芯材４１の質量が多くなると、剛性が高くなり、おむつ１全体の柔軟性が損なわれるが、
その質量を小さくすることによって、吸収体４０の柔軟性を維持することができ、おむつ
１全体としてしなやかな感触にすることができる。
【００１５】
　図４を参照すれば、吸収体４０は、内面シート２０側に位置する吸収面４３と、その反
対側であって外面シート３０側に位置する底面４４とを有する。吸収体４０には、底面４
４から吸収面４３へ向かう複数の凹部４５が設けられる。吸収面４３には凹部４５は設け
られず、ほぼ平坦にされる。凹部４５は、吸収体４０を底面４４から吸収面４３へ向かっ
て加圧・加熱することによって形成することができる。凹部４５を設けることによって、
底面４４において芯材４１が尿等を吸収することができる面積を大きくすることができる
。吸収体４０の芯材の質量が比較的小さくされるから、その分、尿等の体液の吸収量が低
下する可能性があるが、凹部４５を設けることによって、体液を吸収可能な面積を大きく
し、その面積を有効に使用することができるので、芯材の質量が小さい吸収体であっても
、十分な吸収能力を維持することができる。
【００１６】
　吸収体４０は、芯材４１の単位面積当たりの質量が小さくされるから、特に、クロッチ
域１３においては、着用者の脚の動き等によって芯材４１が移動しやすく、局部的に芯材
４１が集まって密になったり、その周辺で疎になったりしやすい。しかし、吸収体４０に
凹部４５を設けることによって、芯材４１が移動するのを防止することができる。凹部４
５では、芯材４１が加圧されるから、凹部４５が設けられない他の領域に比べて芯材４１
の密度が高くなる。したがって、凹部４５が位置する部分では、剛性が高くなり、他の領
域との間で剛性差が生じる。また、凹部４５では、その厚さが薄くなるから、吸収体４０
が凹部４５に沿って縦方向Ｙおよび横方向Ｘへ屈曲し、着用者に密着することができる。
また、凹部４５が形成されない前後ウエスト域１１，１２においては、凹部４５が形成さ
れた領域に比べて剛性が低くなり、しなやかな風合いを実現することができる。おむつ１
を母親等の介助者がおむつ１を持って乳幼児等に着用させようとする場合には、介助者は
、クロッチ域１３ではなく前後ウエスト域１１，１２を持つことが多いから、より一層、
おむつ１の柔らかさや肌触りの良さを実感することができる。
【００１７】
　全凹部４５の面積率は、クロッチ域１３の面積の約２～１０％である。凹部４５は、横
方向Ｘにおける寸法が約３ｍｍ、縦方向Ｙにおける寸法が約１ｍｍとされ横方向Ｘに延び
る。横方向Ｘに隣接する凹部４５は、その離間寸法が約１５ｍｍ、縦方向Ｙへ隣接する凹
部４５は、その離間寸法が約１５ｍｍとされる。縦方向Ｙへ隣接する凹部４５は、互いに
重ならないように配置され、複数の凹部４５によっていわゆる千鳥模様を描くように配置
される。おむつ１は、凹部４５に沿って折れ曲がり易くなるが、凹部４５が横方向Ｘに延
びることによって、おむつ１は、特にクロッチ域１３において前後端縁１４,１５を互い
に近づけるように湾曲し易くなる。したがって、おむつ１を着用者の股下に密着し易くす
ることができる。また、凹部４５が横方向Ｘに延びることによって、縦方向Ｙに延びる仮
想線に沿っては折れ曲がり難くなる。したがって、おむつ１の着用中に着用者の大腿部に
よっておむつ１の両側縁１６が横方向Ｘ内側へ押し付けられた場合であっても、吸収体４
０が折れ曲がるのを防止することができる。
【００１８】
　再び図３を参照すれば、吸収体４０の吸収面４３には、内面シート２０が接合される。
内面シート２０は、肌対向面に位置する表面２５と、その反対側の裏面２４とを有し、裏
面２４が吸収体４０の吸収面４３に対向するように積層される。内面シート２０としては
、例えば、質量約１５～３５ｇ／ｍ２好ましくは約２５～３０ｇ／ｍ２のスルーエアー繊
維不織布を用いることができる。
【００１９】
　図４～６を参照すれば、内面シート２０は、その表面２５に、複数の畝部２６および溝
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部２７を有する中央領域２８と、中央領域２８の横方向Ｘ外側に位置し、畝部２６および
溝部２７が形成されていない平坦な両側部２９とを有する。畝部２６および溝部２７は、
縦方向Ｙへ延びるとともに、横方向Ｘへ交互に配置される。畝部２６と溝部２７のピッチ
は、約２～７ｍｍとされる。
【００２０】
　内面シート２０の畝部２６および溝部２７は、以下の方法によって製造することができ
る。内面シート２０として繊維不織布を用いることができ、繊維不織はステープルを集積
させたカードウェブによって形成される。このようなカードウェブを走行ベルトに載置し
て機械方向へ搬送するとともに、カードウェブに対してこれを横切るように交差方向へ一
定間隔で設けられた複数のノズルから加熱されたジェットエア、ジェットウォータ、ジェ
ットスチームなどの流体を噴射する。流体が噴射されたカードウェブでは、ステープルが
部分的に交差方向へ移動し、流体が噴射された部分で溝部２７を形成し、その両側で畝部
２６を形成する。なお、流体は、中央領域２８に対応する部分で噴射され、両側領域２９
に対応する部分では噴射されない。このようにして製造された内面シート２０は、畝部２
６において、溝部２７よりもステープルの密度が高くされる。
【００２１】
　図５および図６を参照すれば、表面２５には、複数の圧搾凹部７０が形成される。圧搾
凹部７０は、第１～第４圧搾凹部７１～７４によって構成され、第１圧搾凹部７１は、直
線上の第１仮想帯７５および第２仮想帯７６の交点に位置する。第１および第２仮想帯７
５，７６をそれぞれ画定する両側縁の離間寸法、すなわち、幅寸法は、第１圧搾凹部７１
が円形であるときのその開口の直径とほぼ同一とされる。第２圧搾凹部７２は、少なくと
もその中心が、第１および第２仮想帯７５，７６の中心とは一致せず、その一部が第１お
よび第２仮想帯７５，７６と重なる。したがって、第１圧搾凹部７１と第２圧搾凹部７２
とは、その中心が互いに一直線上に重ならない。第３圧搾凹部７３は、第１および第２仮
想帯７５，７６とは重ならず、かつ、第１圧搾凹部７１の中心から第３圧搾凹部７３の中
心までの寸法は、第１圧搾凹部７１の中心から第２圧搾凹部７２の中心までの寸法よりも
小さくされ、具体的には、約１．８ｍｍとされる。第４圧搾凹部７４は、その中心が第１
および第２仮想帯７５，７６のいずれか一方と一致する。第１および第２仮想帯７５，７
６は、仮想縦中心線２－２に交差するとともに、仮想縦中心線２－２において対称にされ
る。
【００２２】
　第１および第２仮想帯７５，７６上において、第１圧搾凹部７１は、互いに約１５ｍｍ
離間され、これらの間に位置する第２圧搾凹部７２は、互いに約１ｍｍ離間される。第２
圧搾凹部７２は、第１および第２仮想帯７５，７６に対称に設けられる。この実施形態に
おいて、第１圧搾凹部７１間に位置する第４圧搾凹部７４は、１つであり、第１圧搾凹部
７１と第４圧搾凹部７４との間には、一対の第２圧搾凹部７２が設けられる。仮に、第１
圧搾凹部７１および第２圧搾凹部７２の中心が、第１および第２仮想帯７５，７６上に直
線的に並んだ場合には、内面シート２０がこれらに沿って直線的に凹み、直線的な凹みが
着用者の肌に接触することによって、着用者の肌に刺激を与える。しかし、この実施形態
のように、第２圧搾凹部７２の中心が第１および第２仮想帯７５，７６とは一致しないこ
とによって、第１圧搾凹部７１間においては、内面シート２０が第１および第２仮想帯７
５，７６に沿って直線的に凹むことがない。言い換えれば、第１および第２仮想帯７５，
７６から部分的に外れて蛇行するように凹むので、着用者の肌に刺激を与え難い。また、
見た目に柔らかい印象を与えることもできる。また、内面シート２０全体としては、第１
および第２仮想帯７５，７６の近傍に沿って折れ曲がり、これら第１および第２仮想帯７
５，７６が交差しているので、内面シート２０が比較的柔軟に折れ曲がり着用者の肌に密
着しやすい。さらに、第３圧搾凹部７３は、第１圧搾凹部７１の近傍において、複数設け
られることによって、第１および第２仮想帯７５，７６の交点を視覚的に際立たせること
なく、柔らかい印象を与えることができる。第３圧搾凹部７３は、第２、第４圧搾凹部７
２，７４よりもその直径を小さくすることが望ましい。
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【００２３】
　第１圧搾凹部７１の離間寸法は、隣接する第１仮想帯７５の離間寸法、および、隣接す
る第２仮想帯７６の離間寸法である。これら離間寸法を、比較的大きくすることによって
、内面シート２０の厚さ寸法を妄りに小さくすることなく、嵩高のやわらかな感触を維持
する内面シート２０とすることができる。
【００２４】
　圧搾凹部７０は、畝部２６および溝部２７のいずれにおいても重なるように配置される
。圧搾凹部７０のいずれかが畝部２６に一致する場合には、畝部２６の一部をその厚さ方
向へ圧縮し、他の部分よりもその厚さ寸法が小さくされる。同様に圧搾凹部が溝部２７に
一致する場合には、溝部２６の一部をその厚さ方向へ圧縮し、他の部分よりもその厚さ寸
法が小さくされる。ただし、畝部２６に比べて、溝部２６の圧縮量は小さいものになる。
【００２５】
　内面シート２０の平坦面である底面２４と、吸収体４０の平坦面である吸収面４３とが
対向するから、吸収面４３のほぼ全面において、内面シート２０の底面２４が接触する。
仮に、吸収面４３に凹部が形成された場合には、吸収面４３と底面２４との接触面積が小
さくなり、その分、内面シート２０から吸収体４０へと体液が移行しにくくなるが、この
実施形態では、これを防止することができ、内面シート２０に体液が溜まるのを予防する
ことができる。
【００２６】
　縦方向Ｙに隣接する第１圧搾凹部７１の離間寸法は、縦方向Ｙに隣接する凹部４５の離
間寸法よりも大きくされる。吸収体４０に凹部４５を設けることによって、これを設けな
い場合に比べてその剛性が高くなるが、内面シート２０の第１圧搾凹部７１の離間寸法を
大きくすることによって、凹部４５が形成されたクロッチ域１３の全体において、妄りに
その剛性が大きくなるのを予防することができる。
【００２７】
　内面シート２０の畝部２６は、溝部２７に比べてステープルの密度が高くされる。内面
シート２０には畝部２６および溝部２７に重なる圧搾凹部７０が形成され、圧搾凹部７０
の形成部分でさらに密度が高くなる。したがって、特に畝部２６の圧搾凹部７０へと体液
が集まりやすく、圧搾凹部７０近傍から、吸収体４０へと体液が移行する。吸収体４０に
は、その底面４４に凹部４５を有し、凹部４５が位置する部分では、芯材４１の密度が高
くなっている。したがって、内面シート２０の圧搾凹部７０から、吸収体４０の凹部４５
へ向かって体液が移行し易く、より一層内面シート２０に体液が留まるのを予防すること
ができる。この実施形態では、内面シート２０として畝部２６および溝部２７が形成され
た繊維不織布を単層で用いているが、例えば畝部２６および溝部２７が形成されない繊維
不織布をその裏面側に積層させて用いることもできる。
【００２８】
　再び図３を参照すれば、内面シート２０は、中央領域２８が吸収体４０に重なり、両側
領域２９が吸収体４０の横方向Ｘ外側に位置する。両側領域２９に、封じ込めシート６０
が、取り付けられる。封じ込めシート６０としては、質量約１０～３０ｇ／ｍ２のＳＭＳ
繊維不織布を用いることができる。封じ込めシート６０の前後端縁６１，６２は、内面シ
ート２０の前後端縁２１，２２と一致してこれらが互いに接着される。前後端縁２１，２
２は、内面シート２０の平坦な両側領域２９に接着されるから、これらを強固に接着する
ことができる。封じ込めシート６０の近位縁部６３は、外面シート３０の両側縁３３に重
なり、これらが互いに接合される。封じ込めシート６０の遠位縁部６４は、横方向Ｘへ離
間して配置され、これら遠位縁部６４は、内面シート２０に重なるが、これとは接合され
ず、内面シート２０から離間可能にされる。遠位縁部６４には、図示しないスリーブ部が
形成され、このスリーブ部内に縦方向Ｙへ延びる弾性体６５が伸長状態で収縮可能に取り
付けられる。このように弾性体６５を取り付けることによって、遠位縁部６４が内面シー
ト２０から起立するように離間して着用者の肌に密着し、尿等がおむつ１の外側に漏れる
のを防止する。
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【００２９】
　上記のようなおむつ１によれば、吸収体４０の底面４４に凹部４５を形成することによ
って、芯材４１の単位面積当たりの質量が小さい吸収体であっても、その吸収性を低下さ
せることがない。また、凹部４５が形成されない平坦な吸収面４３と、内面シート２０と
が対向されるので、これらの対向面積が小さくされることがなく、内面シート２０から吸
収体４０へと速やかに体液が移行し、内面シート２０に体液が留まるのを防止することが
できる。
【００３０】
　以上に記載したこの発明に関する開示は、少なくとも下記事項に要約することができる
。
　この発明は、以下の使い捨て着用物品１の改良にかかわる。使い捨て着用物品１は、縦
方向Ｙおよび横方向Ｘを有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面と、前後ウエ
スト域１１，１２と、これら前後ウエスト域１１，１２の間に位置するクロッチ域１３と
、前記肌対向面に位置する内面シート２０と、前記非肌対向面に位置する外面シート３０
と、前記内外面シート２０，３０の間に位置するとともに少なくとも前記クロッチ域１３
に位置する吸収体４０とを含む。
【００３１】
　この発明は、上記使い捨て着用物品１において、以下の点を特徴とする。
　前記吸収体４０は、前記内面シート２０に対向する平坦な吸収面４３と、前記吸収面４
３に向かう複数の凹部４５が形成された底面４４とを有する。前記凹部４５は少なくとも
前記クロッチ域１３に位置する。
【００３２】
　上記の発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができる。
（１）前記内面シート２０には、互いに交差する第１および第２仮想帯７５，７６と、前
記第１および第２仮想帯７５，７６の交点に位置する複数の第１圧搾凹部７１と、前記第
１および第２仮想帯７５，７６のいずれか一方にその一部が重なる第２圧搾凹部７２とが
形成される。
（２）前記第１および第２仮想帯７５，７６をそれぞれ画定する両側縁の離間寸法は、前
記第１圧搾凹部７１が円形であるときのその開口の直径と同一とされる。
（３）前記内面シート２０には、前記第１および第２仮想帯７５，７６とは重ならない第
３圧搾凹部７３が形成され、前記第１圧搾凹部７１の中心から前記第３圧搾凹部７３の中
心までの寸法が、前記第１圧搾凹部７１の中心から前記第２圧搾凹部７２の中心までの寸
法よりも小さい。
（４）前記第１圧搾凹部７１の前記縦方向Ｙにおける離間寸法は、前記凹部４５の前記縦
方向Ｙにおける離間寸法よりも大きくされる。
（５）前記内面シート２０は、前記肌対向面に位置する表面２５と、前記吸収体４０に対
向する平坦な裏面２４とを有し、前記表面２５には、複数の畝部２６および前記畝部２６
の間に位置する溝部２７が形成される。
（６）前記畝部２６および前記溝部２７は、前記縦方向Ｙへ延びるとともに、前記横方向
Ｘへ交互に並ぶ。
（７）前記内面シート２０は、前記畝部２６および前記溝部２７が形成された中央領域２
８と、前記中央領域２８の前記横方向Ｘ両側に位置し前記畝部２６および前記溝部２７が
形成されない両側領域２９とを含む。
（８）前記吸収体４０の前記凹部４５の面積率は、前記クロッチ域１３における前記吸収
体４０の面積の２～１０％である。
（９）前記吸収体４０は、吸液性の芯材４１を含み、前記凹部４５では、他の領域に比べ
て前記芯材４１の密度が大きくされる。
（１０）前記芯材４１は、単位面積当たりの質量が１５０～２５０ｇ／ｍ２のフラッフパ
ルプ含む。
【００３３】
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　使い捨て着用物品の一例である使い捨ておむつ１を構成する各構成部材には、この明細
書に記載されている材料のほかに、この種の分野において通常用いられている、各種の公
知の材料を制限なく用いることができる。また、この発明の明細書において、用語「第１
」「第２」「第３」および「第４」は、同様の要素、位置等を単に区別するために用いら
れている。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　使い捨て着用物品（おむつ）
１１　　前ウエスト域
１２　　後ウエスト域
１３　　クロッチ域
２０　　内面シート
２４　　裏面
２５　　表面
２６　　畝部
２７　　溝部
２８　　中央領域
２９　　両側領域
３０　　外面シート
４０　　吸収体
４１　　芯材
４３　　吸収面
４４　　底面
４５　　凹部
７１　　第１圧搾凹部
７２　　第２圧搾凹部
７３　　第３圧搾凹部
７５　　第１仮想帯
７６　　第２仮想帯
　Ｘ　　横方向
　Ｙ　　縦方向
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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月5日(2012.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向を有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面と、前後ウエ
スト域と、これら前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記肌対向面に位置する
内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面シートと、前記内外面シートの間に位置す
るとともに少なくとも前記クロッチ域に位置し吸液性の芯材を有する吸収体とを含む使い
捨ておむつにおいて、
　前記吸収体は、前記内面シートに対向する平坦な吸収面と、前記吸収面に向かう複数の
凹部が形成された底面とを有し、前記凹部は、前記芯材を厚さ方向に加圧して形成され、
前記クロッチ域にのみ位置するとともに前記縦方向および前記横方向へ離間して並び、前
記横方向における寸法が前記縦方向における寸法よりも大きいことを特徴とする前記使い
捨ておむつ。
【請求項２】
　前記内面シートには、互いに交差する第１および第２仮想帯と、前記第１および第２仮
想帯の交点に位置する複数の第１圧搾凹部と、前記第１および第２仮想帯のいずれか一方
にその一部が重なる第２圧搾凹部とが形成される請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記第１および第２仮想帯をそれぞれ画定する両側縁の離間寸法は、前記第１圧搾凹部
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が円形であるときのその開口の直径と同一とされる請求項２記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記内面シートには、前記第１および第２仮想帯とは重ならない第３圧搾凹部が形成さ
れ、前記第１圧搾凹部の中心から前記第３圧搾凹部の中心までの寸法が、前記第１圧搾凹
部の中心から前記第２圧搾凹部の中心までの寸法よりも小さい請求項２または３記載の使
い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記第１圧搾凹部の前記縦方向における離間寸法は、前記凹部の前記縦方向における離
間寸法よりも大きくされる請求項２～４のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項６】
　前記内面シートは、前記肌対向面に位置する表面と、前記吸収体に対向する平坦な裏面
とを有し、前記表面には、複数の畝部および前記畝部の間に位置する溝部が形成される請
求項１～５のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項７】
　前記畝部および前記溝部は、前記縦方向へ延びるとともに、前記横方向へ交互に並ぶ請
求項６記載の使い捨ておむつ。
【請求項８】
　前記内面シートは、前記畝部および前記溝部が形成された中央領域と、前記中央領域の
前記横方向両側に位置し前記畝部および前記溝部が形成されない両側領域とを含む請求項
６または７に記載の使い捨ておむつ。
【請求項９】
　前記吸収体の前記凹部の面積率は、前記クロッチ域における前記吸収体の面積の２～１
０％である請求項１～８のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項１０】
　前記吸収体は、吸液性の芯材を含み、前記凹部では、他の領域に比べて前記芯材の密度
が大きくされる請求項１～９のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項１１】
　前記芯材は、単位面積当たりの質量が１５０～２５０ｇ／ｍ２のフラッフパルプを含む
請求項１～１０のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、使い捨ておむつに関し、より詳しくは、比較的に芯材の単位面積当たりの
質量が小さい吸収体を有する使い捨ておむつに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来、単位面積当たりの質量が小さい芯材を有する吸収体を備える使い捨ておむつは公
知である。例えば、特許文献１には、パルプ等の芯材によって構成された吸収体を有し、
芯材の質量が小さい使い捨ておむつが開示されている。芯材の単位面積あたりの質量を小
さくすることによって、吸収体の薄型化を図り、十分な柔軟性を備えることができる。こ
のような質量の小さい芯材は、吸収性能が低下するが、芯材の厚さ方向へ貫通する穴を形
成することによって、吸収体の吸収面積を大きくし、吸収体における吸収性を向上させる
ことができる。
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【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　この発明では、吸収体が薄く、柔軟性を備えるとともに、吸収性が低下することなく、
しかも、体液が速やかに吸収体に移行可能な使い捨ておむつを提供することを課題とする
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この発明は、縦方向および横方向を有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面
と、前後ウエスト域と、これら前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記肌対向
面に位置する内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面シートと、前記内外面シート
の間に位置するとともに少なくとも前記クロッチ域に位置し吸液性の芯材を有する吸収体
とを含む使い捨ておむつの改良にかかわる。
　この発明は、前記使い捨ておむつにおいて、前記吸収体は、前記内面シートに対向する
平坦な吸収面と、前記吸収面に向かう複数の凹部が形成された底面とを有し、前記凹部は
、前記芯材を厚さ方向に加圧して形成され、前記クロッチ域にのみ位置するとともに前記
縦方向および前記横方向へ離間して並び、前記横方向における寸法が前記縦方向における
寸法よりも大きいことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
【図１】この発明の一実施形態である使い捨ておむつの前後ウエスト域を連結した図。
【図２】展開したおむつの肌対向面から見た一部破断平面図。
【図３】おむつの分解斜視図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線拡大断面図。
【図５】図２のＶで囲った部分の拡大図。
【図６】内面シートの拡大斜視図。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　図２および図３を参照すれば、おむつ１は、横方向Ｘにおける寸法を二等分する仮想縦
中心線２－２を有し、仮想縦中心線２－２において、ほぼ対称にされている。
　おむつ１は、肌対向面に位置する透液性の内面シート２０と、その反対側である非肌対
向面に位置する不透液性の外面シート３０と、これら内外面シート２０，３０の間に位置
する吸液性の吸収体４０と、吸収体４０および外面シート３０の間に位置する漏れ防止シ
ート５０とを有する。内面シート２０の肌対向面には、横方向Ｘへ離間する一対の封じ込
めシート６０が形成されている。これらシートは図示しないホットメルト接着剤等の接着
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手段によって互いに接合される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　外面シート３０としては、質量約１０～３０ｇ／ｍ２の疎水性のスパンボンド・メルト
ブローン・スパンボンド（以下、ＳＭＳとする）繊維不織布、スパンボンド繊維不織布、
プラスチックシート、または、それら繊維不織布とプラスチックシートのラミネートを用
いることができる。外面シート３０の非肌対向面であって、前ウエスト域１１には、ファ
スニングシステムを構成するループ要素８２が取り付けられる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　図４～６を参照すれば、内面シート２０は、その表面２５に、複数の畝部２６および溝
部２７を有する中央領域２８と、中央領域２８の横方向Ｘ外側に位置し、畝部２６および
溝部２７が形成されていない平坦な両側領域２９とを有する。畝部２６および溝部２７は
、縦方向Ｙへ延びるとともに、横方向Ｘへ交互に配置される。畝部２６と溝部２７のピッ
チは、約２～７ｍｍとされる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　内面シート２０の畝部２６および溝部２７は、以下の方法によって製造することができ
る。内面シート２０として繊維不織布を用いることができ、繊維不織布はステープルを集
積させたカードウェブによって形成される。このようなカードウェブを走行ベルトに載置
して機械方向へ搬送するとともに、カードウェブに対してこれを横切るように交差方向へ
一定間隔で設けられた複数のノズルから加熱されたジェットエア、ジェットウォータ、ジ
ェットスチームなどの流体を噴射する。流体が噴射されたカードウェブでは、ステープル
が部分的に交差方向へ移動し、流体が噴射された部分で溝部２７を形成し、その両側で畝
部２６を形成する。なお、流体は、中央領域２８に対応する部分で噴射され、両側領域２
９に対応する部分では噴射されない。このようにして製造された内面シート２０は、畝部
２６において、溝部２７よりもステープルの密度が高くされる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　圧搾凹部７０は、畝部２６および溝部２７のいずれにおいても重なるように配置される
。圧搾凹部７０のいずれかが畝部２６に一致する場合には、畝部２６の一部をその厚さ方
向へ圧縮し、他の部分よりもその厚さ寸法が小さくされる。同様に圧搾凹部が溝部２７に
一致する場合には、溝部２７の一部をその厚さ方向へ圧縮し、他の部分よりもその厚さ寸
法が小さくされる。ただし、畝部２６に比べて、溝部２７の圧縮量は小さいものになる。
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【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　内面シート２０の平坦面である裏面２４と、吸収体４０の平坦面である吸収面４３とが
対向するから、吸収面４３のほぼ全面において、内面シート２０の裏面２４が接触する。
仮に、吸収面４３に凹部が形成された場合には、吸収面４３と裏面２４との接触面積が小
さくなり、その分、内面シート２０から吸収体４０へと体液が移行しにくくなるが、この
実施形態では、これを防止することができ、内面シート２０に体液が溜まるのを予防する
ことができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　以上に記載したこの発明に関する開示は、少なくとも下記事項に要約することができる
。
　この発明は、以下の使い捨ておむつ１の改良にかかわる。使い捨ておむつ１は、縦方向
Ｙおよび横方向Ｘを有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面と、前後ウエスト
域１１，１２と、これら前後ウエスト域１１，１２の間に位置するクロッチ域１３と、前
記肌対向面に位置する内面シート２０と、前記非肌対向面に位置する外面シート３０と、
前記内外面シート２０，３０の間に位置するとともに少なくとも前記クロッチ域１３に位
置し吸液性の芯材を有する吸収体４０とを含む。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　この発明は、上記使い捨ておむつ１において、以下の点を特徴とする。
　前記吸収体４０は、前記内面シート２０に対向する平坦な吸収面４３と、前記吸収面４
３に向かう複数の凹部４５が形成された底面４４とを有する。前記凹部４５は、前記芯材
を厚さ方向に加圧して形成され、前記クロッチ域１３にのみ位置するとともに前記縦方向
Ｙおよび前記横方向Ｘへ離間して並び、前記横方向Ｘにおける寸法が前記縦方向Ｙにおけ
る寸法よりも大きい。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　使い捨ておむつ１を構成する各構成部材には、この明細書に記載されている材料のほか
に、この種の分野において通常用いられている、各種の公知の材料を制限なく用いること
ができる。また、この発明の明細書において、用語「第１」「第２」「第３」および「第
４」は、同様の要素、位置等を単に区別するために用いられている。
 
【手続補正書】



(16) JP 2013-121426 A 2013.6.20

【提出日】平成24年7月26日(2012.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向を有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面と、前後ウエ
スト域と、これら前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記肌対向面に位置する
内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面シートと、前記内外面シートの間に位置す
るとともに少なくとも前記クロッチ域に位置し吸液性の芯材を有する吸収体とを含む使い
捨ておむつにおいて、
　前記吸収体は、前記内面シートに対向する平坦な吸収面と、前記吸収面の反対側である
底面とを有し、前記底面には前記吸収面に向かってくぼむ複数の凹部が形成され、前記凹
部は、前記芯材を厚さ方向に加圧して形成されていて、前記クロッチ域にのみ位置すると
ともに、千鳥模様を画くように配置されており、前記横方向における寸法が前記縦方向に
おける寸法よりも大きいことを特徴とする前記使い捨ておむつ。
【請求項２】
　前記内面シートは表面と裏面とを有し、前記表面には、互いに交差する第１および第２
仮想帯と、前記第１および第２仮想帯の交点に位置する複数の第１圧搾凹部と、前記第１
および第２仮想帯のいずれか一方にその一部が重なる第２圧搾凹部とが形成され、前記裏
面が平坦面である請求項１記載の使い捨ておむつ。
【請求項３】
　前記第１および第２仮想帯をそれぞれ画定する両側縁の離間寸法は、前記第１圧搾凹部
が円形であるときのその開口の直径と同一とされる請求項２記載の使い捨ておむつ。
【請求項４】
　前記内面シートには、前記第１および第２仮想帯とは重ならない第３圧搾凹部が形成さ
れ、前記第１圧搾凹部の中心から前記第３圧搾凹部の中心までの寸法が、前記第１圧搾凹
部の中心から前記第２圧搾凹部の中心までの寸法よりも小さい請求項２または３記載の使
い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記第１圧搾凹部の前記縦方向における離間寸法は、前記吸収体における前記凹部の前
記縦方向における離間寸法よりも大きくされる請求項２～４のいずれかに記載の使い捨て
おむつ。
【請求項６】
　前記内面シートの前記表面には、複数の畝部および前記畝部の間に位置する溝部が形成
される請求項２～５のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項７】
　前記畝部および前記溝部は、前記縦方向へ延びるとともに、前記横方向へ交互に並ぶ請
求項６記載の使い捨ておむつ。
【請求項８】
　前記内面シートは、前記畝部および前記溝部が形成された中央領域と、前記中央領域の
前記横方向両側に位置し前記畝部および前記溝部が形成されない両側領域とを含む請求項
６または７に記載の使い捨ておむつ。
【請求項９】
　前記吸収体の前記凹部の面積率は、前記クロッチ域における前記吸収体の面積の２～１
０％である請求項１～８のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項１０】
　前記吸収体における前記芯材の密度は、前記凹部における密度が前記凹部の設けられて
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いない他の領域の密度よりも高い請求項１～９のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【請求項１１】
　前記芯材は、単位面積当たりの質量が１５０～２５０ｇ／ｍ２のフラッフパルプを含む
請求項１～１０のいずれかに記載の使い捨ておむつ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この発明は、縦方向および横方向を有し、肌対向面およびその反対側である非肌対向面
と、前後ウエスト域と、これら前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記肌対向
面に位置する内面シートと、前記非肌対向面に位置する外面シートと、前記内外面シート
の間に位置するとともに少なくとも前記クロッチ域に位置し吸液性の芯材を有する吸収体
とを含む使い捨ておむつを対象にしている。
　この発明は、前記使い捨ておむつにおいて、前記吸収体が、前記内面シートに対向する
平坦な吸収面と、前記吸収面の反対側である底面とを有し、前記底面には前記吸収面に向
かってくぼむ複数の凹部が形成され、前記凹部は、前記芯材を厚さ方向に加圧して形成さ
れていて、前記クロッチ域にのみ位置するとともに、千鳥模様を画くように配置されてお
り、前記横方向における寸法が前記縦方向における寸法よりも大きいことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　外面シート３０の内面には、両側縁３３に沿って、レッグ弾性体５１が固定される。レ
ッグ弾性体５１は、封じ込めシート６０と外面シート３０との間に伸長状態で収縮可能に
固定される。レッグ弾性体５１としては、複数本のストリング状またはストランド状の弾
性体を用いることができる。レッグ弾性体５１の収縮作用によって、おむつ１の両側縁１
６がガスケット機能を有する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　図４を参照すれば、吸収体４０は、内面シート２０側に位置する吸収面４３と、その吸
収面４３の反対側であって外面シート３０側に位置する底面４４とを有する。吸収体４０
には、底面４４から吸収面４３へ向かってくぼむ複数の凹部４５が設けられる。吸収面４
３には凹部４５は設けられず、ほぼ平坦にされる。凹部４５は、吸収体４０を底面４４か
ら吸収面４３へ向かって加圧・加熱することによって形成することができる。凹部４５を
設けることによって、底面４４において芯材４１が尿等を吸収することができる面積を大
きくすることができる。吸収体４０の芯材の質量が比較的小さくされるから、その分、尿
等の体液の吸収量が低下する可能性があるが、凹部４５を設けることによって、体液を吸
収可能な面積を大きくし、その面積を有効に使用することができるので、芯材の質量が小
さい吸収体であっても、十分な吸収能力を維持することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　上記の発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができる。
（１）前記内面シート２０は表面２５と裏面２４とを有し、表面２５には、互いに交差す
る第１および第２仮想帯７５，７６と、前記第１および第２仮想帯７５，７６の交点に位
置する複数の第１圧搾凹部７１と、前記第１および第２仮想帯７５，７６のいずれか一方
にその一部が重なる第２圧搾凹部７２とが形成される。
（２）前記第１および第２仮想帯７５，７６をそれぞれ画定する両側縁の離間寸法は、前
記第１圧搾凹部７１が円形であるときのその開口の直径と同一とされる。
（３）前記内面シート２０には、前記第１および第２仮想帯７５，７６とは重ならない第
３圧搾凹部７３が形成され、前記第１圧搾凹部７１の中心から前記第３圧搾凹部７３の中
心までの寸法が、前記第１圧搾凹部７１の中心から前記第２圧搾凹部７２の中心までの寸
法よりも小さい。
（４）前記第１圧搾凹部７１の前記縦方向Ｙにおける離間寸法は、前記吸収体４０におけ
る前記凹部４５の前記縦方向Ｙにおける離間寸法よりも大きくされる。
（５）前記内面シート２０の前記表面２５には、複数の畝部２６および前記畝部２６の間
に位置する溝部２７が形成される。
（６）前記畝部２６および前記溝部２７は、前記縦方向Ｙへ延びるとともに、前記横方向
Ｘへ交互に並ぶ。
（７）前記内面シート２０は、前記畝部２６および前記溝部２７が形成された中央領域２
８と、前記中央領域２８の前記横方向Ｘ両側に位置し前記畝部２６および前記溝部２７が
形成されない両側領域２９とを含む。
（８）前記吸収体４０の前記凹部４５の面積率は、前記クロッチ域１３における前記吸収
体４０の面積の２～１０％である。
（９）前記吸収体４０における前記芯材４１の密度は、前記凹部４５における密度が前記
凹部４５の設けられていない他の領域の密度よりも高い。
（１０）前記芯材４１は、単位面積当たりの質量が１５０～２５０ｇ／ｍ２のフラッフパ
ルプ含む。
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